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大
江
匡
房
作

「大
唐
大
慈
恩
寺
大
師
画
讃
」
に
つ
い
て
・
続
考

制

持

雄

二

は
じ
め
に

本
稿
は
、
前
稿

「大
江
匡
量
作

「大
唐
大
慈
恩
寺
大
師
画
讃
」
に
つ
い

て
」

（
１
）
に
続
き
、
匡
房
の

「大
唐
大
慈
恩
寺
大
師
画
讃
」

（以
下
、

「慈
恩
画
讃
」
あ
る
い
は

「画
讃
」
と
略
称
）
の
問
題
を
論
じ
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
こ
の

コ
回
讃
」
の
出
典
に
関
す
る
考
察
に

始
ま
り
、
次
い
で
説
話
的
要
素
、
こ
と
に
法
相
宗
に
お
け
る
伝
承
に
注
目

し
て
、
こ
の

「画
讃
」
の
時
代
的
な
位
置
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
で
の

手
が
か
り
を
探

っ
て
み
た
。

本
稿
で
は
そ
れ
に
続
い
て
、
こ
の

「画
讃
」
の
字
句
等
の
問
題
を
出
発

点
と
し
て
、
こ
の

「画
讃
」
に
お
け
る

「画
」
の
問
題
に
言
及
し
、
さ
ら

に
は
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
触
れ
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

一

こ
の

「画
讃
」
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
、
大
師
に
つ
い
て
の
伝

記
資
料
で
現
在
知
り
う
る
最
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る

『法
華
伝
記
』

（七
五
四
年
以
降
の
成
立
）
巻
三

「唐
大
慈
恩
寺
釈
窺
基
四
」
、
お
よ
び

『法
華
伝
記
』
に
次
い
で
古
い
慈
恩
大
師
の
伝
記
資
料
で
あ
る

「大
唐
大

慈
恩
寺
法
師
基
公
碑
」

（七
八
八
年
以
前
成
立
。
以
下
、

「基
公
碑
文
」

と
略
称
）
を
中
心
の
資
料
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
出
典
と
の
比
較
で
は
十
分
な
説
明
の
つ
か
な
か
っ

た
細
か
な
部
分
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
第
九
段
に
つ
い
て
。
書
き
下
し
を
示
し
て
み
る

（
２
）
。

自
ら
般
若
を
書
く
何
の
至
る
所
ぞ
、
清
涼
山
の
暁
五
台
の
春
、

瑞
光
赫
々
と
し
て
慶
雲
起
こ
り
、
文
殊
正
に
現
じ
て
宿
因
を
示
す
。

こ
の
一
節
で
は
、
慈
恩
大
師
が
清
着
面
【
（五
台
山
と
同
）
で

『大
般
若

経
』
を
み
ず
か
ら
書
写
し
た
際
、
書
写
の
功
が
終
わ
る
と
瑞
光
が
輝
く
と

と
も
に
慶
雲
が
湧
き
、
文
殊
が
姿
を
現
し
て
説
法
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う

奇
瑞
を
し
る
す
。
こ
の
話
は

「基
公
碑
文
」

（
３
）
に
も
見
ら
れ
る
。

曾
て
代
郡
五
台
山
に
て
、
玉
石
の
文
殊
像
を
造
り
、
金
字
の
般
若
経

を
写
し
寛
り
て
、
神
光

・
瑞
雲
有
り
。

（中
略
）
我
に
至
霊
無
く
ん
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ば
、
則
ち
何
ぞ
此
に
疎

（
い
た
）
ら
ん
。
能
く
事

（
つ
と
）
め
已
畢

（お
は
）
り
て
、
几

（
つ
く
え
）
に
示
化
す
。

こ
の
一
節
を

「画
讃
」
と
比
較
す
る
と
、
清
涼
山
で
の
般
若
経
の
書
写
、

扁

光
」

（
「画
讃
」
で
は

「瑞
光
」
）
、　
コ
響
こ
　
（
「画
讃
」
で
は

「由
響
置

）
、
文
殊
の
出
現

（
「示
化
」
が

「画
讃
」
の

「宿
因
を
示
す
」

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）
と
い
っ
た
要
素
が
共
通
し
て
い
て
、

「画
讃
」
の
記
述
と
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
ヽ

『宋
高
僣
伝
』

に
は
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

復
た
五
台
に
於
て
玉
石
の
文
殊
菩
薩
の
像
を
造
り
、
金
字
の
般
若
経

を
写
し
寛
り
て
、
亦
た
神
光
を
発
せ
り
。

こ
れ
は

「基
公
碑
文
」
の
記
述
と
お
お
よ
そ

一
致
し
、　
コ
舎
層
捏
菖

の
成
立
年
代

（九
八
八
年
）
か
ら
し
て

「基
公
碑
文
」
の
抄
出
と
考
え
ら

れ
る
が
、

「神
光

・
瑞
雲
」
の
う
ち

「瑞
室
置

を
欠
く
う
え
に
、　
コ
分
Ｌ

の
こ
と
な
ど
も
記
さ
れ
な
い
。

「画
讃
」
の
本
文

。
第
九
段
は
、　
習
さ
公

碑
文
」
を
出
典
と
す
る
と
ひ
と
ま
ず
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、　
一
箇

所
、

「基
公
碑
文
」
に
も
、

『宋
高
僧
伝
』
に
も
見
ら
れ
な
い
記
述
が
あ

る
。
そ
れ
は

「檀
墾
Ш
の
暁
五
台
の
春
」
と
い
う
本
文
の

「春
」
と
い
う

季
節
の
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
他
の
資
料

に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
三
段
に
お
い
て
は
、

「画
讃
」
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い

２
つ
。

天
　
善
に
与

（く
み
）
せ
ず
し
て
化
縁
尽
き
、
歳
五
十
三
に
し
て
俄

か
に
亡
混
せ
り
。

さヽ
曇

一年
十

一
月
、
中
旬
三
日
忌
日
た
り
。

先
師
の
墓
則
に
紺
礼
を
行
な
ひ
、
風
悲
し
び
雲
愁
ひ
て
松
獅
を
惨

（い
た
）
む
。

「基
公
碑
文
」
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
部
分
が
、
次
の
よ
う
に
し
る
さ

れ
る
。丞ヽ
を

一年
歳
次
壬
午
、
十

一
月
庚
寅
朔
十
三
日
壬
寅
を
以
て
、
京
兆

大
慈
恩
寺
翻
経
院
の
坐
房
に
終
は
る
。
其
の
年
、
十
二
月
四
日
を
以

て
此
の
地
に
葬
る
。
蓋
し
美
公
と
密

（ち
か
）
き
所
以
な
り
。

ま
た
、
莞
去
時
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、

「唐
太
宗
皇
帝
御
製
基
公
讃
記
」

（
４
）

（以
下
、　
習
石
公
讃
記
」
と
略
称
）
に
よ
れ
ば
、

五
十
有
一二
、
永
淳
二
年
歳
次
壬
午
、
十

一
月
庚
寅
朔
十
三
日
壬
寅
に

至
り
て
、
京
兆
大
慈
恩
寺
翻
経
院
に
終
は
る
。

と
あ
っ
て
、
五
十
二
歳
で
の
莞
去
と
さ
れ
る

（５
）
。

「画
讃
」
の
本
文

は
こ
う
し
た
資
料
に
依
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
慈
恩
大
師
は
亡
く
な

る
と
師
の
玄
美
三
蔵
の
墓
塔

（長
安
県
の
興
教
寺
に
あ
り
）
に
陪
葬
さ
れ

る
。
後
に
は
、
玄
美
三
蔵
、
慈
恩
大
師
、
そ
し
て
玄
美
の
高
足
の
一
人
円

測
の
三
師
の
塔
が
、
興
教
寺
に
建
立
さ
れ
る
。
こ
の

「画
讃
」
で

「先
師

の
墓
則
に
鮒
礼
を
行
な
ひ
」
と
し
、

「基
公
碑
文
」
で
も

「此
の
地

（興

教
寺
に
お
け
る

「碑
文
」
の
所
在
地
）
に
葬
る
。
蓋
し
美
公
と
密

（ち
か
）

き
所
以
な
り
。
」
と
す
る
の
も
、
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
第
十
三

段
は
、

「風
悲
し
び
雲
愁
ひ
て
松
場
を
惨

（
い
た
）
む
。
」
と
い
う
荒
涼

と
し
た
冬
の
風
景
描
写
で
結
ば
れ
る
。
こ
の
部
分
の
表
現
は
、
出
典
の
資

料
に
は
見
ら
れ
な
い
、
匡
房
が
独
自
に
付
け
加
え
た
部
分
と
い
え
る
。
こ
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れ
は
、
慈
恩
大
師
が
陰
暦
十

一
月
に
莞
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
先
に
見
た
第
九
段
同
様
、
出
典
に
な
い
季
節
に
つ
い
て
の
表

現
を
付
加
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
を
し
て
お
き
た
い
。

第
八
段
に
お
い
て
は
、

一
時
　
高
楼
秋
燈
の
下
、
人
有
り
て
窺
ひ
見
れ
ば
楡

（
ひ
そ
か
）
に

遺
巡
す
。

大
光
普
く
照
ら
す
観
自
在
、
金
の
手
に
翰

（ふ
で
）
を
染
め
て
其
の

真
を
顕
は
す
。

図
ら
ず
　
漢
土
に
等
覚
と
化
し
て
、
甘
露
門
を
開
き
て
兆
民
を
利
せ

ん
と
い
ふ
こ
と
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
秋
の
夜
に
お
け
る
奇
瑞
が
述
べ
ら
れ
る
。
秋
夜
ひ

そ
か
に
た
た
ず
む
慈
恩
大
師
の
肖
像
を
観
音
菩
薩
が
手
づ
か
ら
描
い
た

（逆
に
、
示
現
し
た
観
音
の
姿
を
大
師
が
描
い
た
と
い
う
可
能
性
も
一合
定

で
き
な
い
が
）

（
６
）
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の

一
段
に
つ
い
て
は
、

一開
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
出
典
が
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『百
座
法

談
聞
書
抄
』
二
月
二
十
四
日
条
に

「慈
恩
大
師
は
十

一
面
観
音
の
化
身
に

ま
し
ま
せ
ば
」
云
々

（講
師
は
法
相
宗
興
福
寺
の
覚
誉
）
と
あ
り

（
７
）
、

「応
和
を変
調
記
並
恩
覚
奏
状
」
に
も
、

玄
美
ハ
常
晴
之
化
儀
。
行
般
若
於
流
砂
之
東
。
洪
道
者
観
音
之
示
現
。

通
仏
塔
於
玉
関
之
西
。

（玄
美
は
常
晴
の
化
儀
な
り
。
般
若
を
流
砂
の
東
に
行
ず
。
洪
道
は

観
音
の
示
現
な
り
。
仏
塔
を
玉
関
の
西
に
通
ず
。
）

と
あ
る
ほ
か

（
８
）
、
現
行
の
慈
恩
会
表
自
に
も
、

震
旦
李
唐
ノ
代
ニ
ハ
記

一
生
補
処
ノ
慈
氏
ノ
応
現
、
日
域
扶
桑
ノ
国

ニ
ハ
伝
大
光
普
照
観
自
在
尊
。

（震
旦
李
唐
の
代
に
は

一
生
補
処
の
慈
氏
の
応
現
と
記
し
、
日
域
扶

桑
の
国
に
は
大
光
普
照
観
自
在
尊
と
伝
ふ
。
）

と
し
て
慈
恩
大
師
が
菩
薩
の
化
身
だ
と
す
る
説
が
受
け
継
が
れ
て
い
る

（
９
）
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
一
段
に
見
ら
れ
る
説
話
は
、
少
な
く
と
も

慈
恩
大
師
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
を
背
景
に
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
一
段
は

「
一
時
高
楼
秋
燈
の
下
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秋
の

出
来
事
と
い
う
季
節
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
出
興
が
未
詳
で
あ
る
以

上
、
断
三昌
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
表
現
は
第
九
段
に
お
け
る
春
の
季
節
設

定
と
同
様
、
説
話
内
容
と
は
必
ず
し
も
深
い
関
連
を
持
た
な
い
も
の
で
あ

り
、
何
ら
か
の
理
由
で
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
季
節
に
関
す
る
言
葉
は
、
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
第
二
段
で

は
慈
恩
大
師
の
幼
時
の
相
貌
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

眼
に
は
浮
か
ぶ
　
紫
電
夏
天
の
影
、
面
に
は
駐
む
　
素
蛾
秋
夜
の
輪
。

「基
公
讃
記
」
に
も

「面
舒
満
月
、
双
眸
電
光
」

（面
に
は
満
耳
を
舒

《
の
》
べ
、
双
眸
に
は
電
光
あ
り
）
と
あ
っ
て
、
月
影
や
電
光
に
よ
っ
て

大
師
の
相
貌
を
形
容
す
る
先
例
は
あ

っ
た
。
満
月
の
相
は

『大
般
若
経
』

第
二
百
八
十

一
に
見
え
る
八
十
種
好
の
一
つ
で
、
面
の
自
く
清
ら
か
な
こ

と
を
秋
の
満
月
に
た
と
え
る
も
の
で
あ
る
。　
一
方
、
紫
電
は
李
自
の

「登

広
武
士
古
戦
場
懐
古
詩
」
に

「項
王
気
蓋
世
、
紫
電
明
双
瞳
」

（項
王

気
は
世
を
蓋
ひ
、
紫
電
は
双
瞳
に
明
ら
か
な
り
）
と
あ
る
よ
う
に
、
鋭
い
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眼
光
こ
と
に
武
人
の
そ
れ
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。　
コ
否
国
Ｆ
国

に
は
、

玄
美
三
蔵
が
少
年
の
慈
恩
大
師
と
初
め
て
出
会

っ
た
場
面
で
、

「見
其
眉

秀
目
朗
挙
措
疎
略
。
日
将
家
之
種
不
謬
也
哉
」

（其
の
眉
秀
で
目
朗
ら
か

な
れ
ど
挙
措
の
疎
略
な
る
を
見
て
日
は
く
、
将
家
の
種
謬
ら
ぎ
る
か
な
）

と
、
玄
美
三
蔵
が
見
た
少
年
の
眉
目
う
る
わ
し
く
荒
々
し
い
振
る
舞
い
に
、

い
か
に
も
武
府
の
血
筋
を
ひ
い
て
い
る
と
感
嘆
し
た
と
い
う
話
を
伝
え
て

い
る
。
武
器
の
血
筋
と
は
、

「画
讃
」
の
第
二
～
四
句
に
も
あ
る
よ
う
に
、

伯
父

・
敬
徳
が
唐
初
の
功
臣
で
、
衛
青

・
雹
去
病
に
も
比
せ
ら
れ
る
知
勇

の
持
ち
主
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

「画
讃
」
で
慈
恩
大
師
の
眼

光
を

「紫
電
」
と
形
容
す
る
の
も
、

「基
公
讃
記
」
の
表
現
を
踏
襲
Ｕ
て

い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
背
景
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
表
現
の
中
で

「紫
電
夏
天
の
影
」
の

「夏
天
」
と
い
う
設
定
は
、

紫
電
の
ひ
ら
め
く
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
ま
た

「素
蛾
秋
夜
の

輪
」
と
す
る
の
も
、

「素
蛾
」

（月
）
が
最
も
美
し
い
と
さ
れ
る
秋
夜
の

月
輪
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た

「夏
天
」

「秋
夜
」
と
い
っ
た
季
節
の
設
定
は
、
い
ず
れ
も

慈
恩
大
師
の
相
貌
に
関
わ
る
表
現
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
容
と
深
く
関
わ

っ

た
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
に
見
た
説
話
の
中
に
お

け
る
季
節
の
設
定
は
、
こ
れ
と
は
若
干
、
性
格
を
異
に
す
る
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
で
検
討
を
加
え
て
み

た
い
。

二

と
こ
ろ
で
、
こ
の
慈
恩
大
師
の

「画
讃
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
い
く

つ
か
の
特
徴
的
と
い
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
挙

げ
て
み
た
い
。

ま
ず
第

一
点
は
、
こ
の

「画
讃
」
が

一
句
七
言
、
七
十
二
句
、
全
文
五

〇
四
字
と
い
う
長
文
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
慈
恩
大
師
の
画
譜
と
し

て
は
薬
師
寺
蔵
の
国
宝

「慈
恩
大
師
坐
像
」
に
付
さ
れ
た
画
讃
も
比
較
的

古
い
が

（
１０
）
、
そ
の
字
数
は

一
句
四
言
、
十
六
句
の
六
十
四
字
、
序
を

含
め
て
も
二
〇
五
字
で
あ
る
。
ま
た
同
時
期
の
祖
師
画
像
の
讃
で
は
、
延

暦
寺
蔵
の
天
台
大
師
像
に
お
け
る
画
讃
が
、
末
尾
の
識
語
を
含
め
て
九
十

二
字
で
あ
り
、
中
に
は
四
十
八
字

（四
言
、　
〓

一句
）
の
画
讃
の
み
の
画

像
も
あ
る

（
Ｈ
）
。
画
讃
の
字
数
は
画
の
種
類
や
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
も
規

定
さ
れ
る
と
思
う
が
、　
一
般
に
は
そ
れ
ほ
ど
長
文
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、

「画
讃
」
の
ほ
か
に

「讃
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
が
あ
る
。

匡
房
も
い
く
つ
か
の

「讃
」
を
作
っ
て
い
る
「
そ
の
う
ち

「弘
法
大
師
讃
」

は
四
言
、
二
十
四
句
で
九
十
六
字
、　
羽
警
攣
〈師
讃
」
は
四
言
、
二
十
句

で
八
十
字
、

「釈
迦
如
来
讃
井
序
」
は
讃
自
体
が
四
言
、
三
十
句
で
一
二

（Ｙ
ｔ

序
を
合
わ
せ
て
も
三
二
三
字
で
あ
る

（
１２
）
０
こ
う
し
た
事
実
か

ら
し
て
も
、
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」
の
長
大
さ
が
う
か
が
え
る
。

一
般
に
、

「画
讃
」
あ
る
い
は

「讃
」
の
文
学
は
、
そ
の
対
象
者
に
対

す
る
賛
辞
の
列
挙
と
い
う
形
態
を
取
る
こ
と
が
多
い

（
１３
）
０
こ
れ
は

「讃
」
の
本
来
的
意
味
か
ら
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

「慈
恩
画
讃
」
は
、
高
僧
の
伝
記
と
い
う
性
格
が
強
く
、
出
生
前
後
の
出
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来
事
お
よ
び
滅
後
の
出
来
事
を
前
後
に
配
し
た
上
で
、
い
く
つ
も
の
重
要

な
事
蹟
を
並
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
蹟
の
前
後
関
係
は
不
明
な
も
の
が

多
い
が
、
こ
れ
を
伝
記
的
記
述
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
前
稿
で
こ

の

「画
讃
」
を
十
四
の
段
落
に
分
け
て
み
た
が
、
事
蹟
の
列
挙
と
い
う
面

が
強
い
だ
け
に
、
段
落
に
分
け
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
受
胎

。
出
生
の
場
面

（第
二
段
〉
、
幼
少
時
の
姿

（第
二
段
）
、
論
議

・
説
法
の
さ
ま

（第
六
段
）
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
瑞

（第
八
～
十

一
段
）
等
と
い
っ
た
よ
う
に
、
盪
自
性

・
情
景
性
が
強
い
と

い
う
こ
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
点
が
こ
の

「画
讃
」
の
特
色
の
第
二
点

で
あ
る
。

前
稿
で
は
、
前
節
で
も
少
し
触
れ
た
第
八
段
の
秋
の
夜
の
奇
瑞
か
ら
、

そ
の
時
観
音
に
よ

っ
て
描
か
れ
た
大
師
の
像
が
本
朝
に
伝
来
し
、
こ
の

「画
讃
」
の
記
さ
れ
た

「画
」
の
大
師
像
と
な
っ
て
い
る
、
な
い
し
は
そ

の
下
絵
に
な

っ
て
い
る
と
い
っ
た
伝
承
過
程
を
想
定
し
て
み
た
が
、
実
は

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

「画
讃
」
全
体
に
見
ら
れ
る
大
師
像
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
白
・
情
景
を
背
景
と
す
る
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
大
師
像
に

収
敷
さ
せ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
上
に
述
べ
た
情
景
の
他

に
も
、
宮
殿

へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
皇
帝
に
謁
見
す
る
場
面

（第
十
二

段
）
、
遷
化
の
の
ち
兜
率
上
生
を
果
た
し
、
弥
勒
を
拝
す
る
場
面

（第
十

四
段
）
な
ど
も
あ
っ
て
、
想
定
さ
れ
る
大
師
像
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ

れ
が
こ
の

「画
讃
」
の
特
色
の
第
二
点
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の

「画
讃
」
が
薬
師
寺

蔵
の

「慈
恩
大
師
坐
像
」
の
よ
う
に
、　
一
枚
の
本
尊
画
像
に
付
さ
れ
た

「画
讃
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
、
高
僧
の
伝
記
を
主
題

と
し
た

「高
僧
伝
絵
」
と
い
っ
た
種
類
の
画
に
付
さ
れ
た

「画
讃
」
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
可
能
性
を
追
求
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

三

さ
て
、
こ
こ
で
高
僧
伝
絵
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た

い

（
‐４
）
０
一員
個
伝
絵
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
古
く
、

か
つ
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『古
今
日
録
抄
』

（
『聖
徳
太
子
伝
古
今
日

録
抄
』

『聖
徳
太
子
伝
私
記
』
と
も
呼
ば
れ
る
。
嘉
禄
三
年

《
一
三
二
七
》

の
奥
書
あ
り
）
は
、

「天
王
寺
絵
」
と
し
て
、
太
子
莞
後

一
三
〇
年
頃
に

描
か
れ
た
太
子
絵
伝
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
天
王
寺
の
絵
殿

に
あ
っ
た
ら
し
く
、

『聖
徳
太
子
伝
暦
』

（延
喜
十
七
年
撰
）
に
も

「四

天
王
寺
壁
聖
徳
太
子
伝
」
と
あ
る
が
、
こ
の
絵
は
現
存
し
な
い
。
現
存
す

る
高
僧
伝
絵
の
う
ち
最
古
の
も
の
は
、

『古
今
日
録
抄
』
の

「法
隆
寺
障

子
絵
事
」
条
で

「延
久
元
年

（己
酉
）
奉
図
障
子
絵
云
々
」
と
あ
る
も
の

で
あ
る

（
『嘉

冗
記
』
も
同
年
の
成
立
と
す
る
）
。
こ
の
延
久
元
年

（
一

〇
六
九
）
成
立
の
太
子
絵
伝
は
、
も
と
も
と
法
隆
寺
絵
殿
に
あ

っ
た
も
の

だ
が
、
後
に
屏
風
に
改
装
さ
れ
て
、
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。

平
安
時
代
に
成
立
し
た
高
僧
伝
絵
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
う

一
点
、

大
和
水
久
寺
墓
百
堂
の
障
子
絵
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

「一血
部
大
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経
感
得
図
」

（藤
田
美
術
館
蔵
）
と

「墓
言
八
祖
行
状
絵
」
で
あ
り
、
と

も
に
真
吾
素
霧
系́
の
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
平
安
時
代
の
高
僧
伝
絵
と
し
て
は
、
こ
の
二
例
が
知
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
若
杉
準
治
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
ら
れ
る

（
１５
）
０

高
僧
伝
絵
は
、
初
期
に
は
障
子
絵
の
形
式
で
描
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
障
子
絵
の
高
僧
伝
絵
は
、
広
大
な
山
水
の
景
観
の
中
に
祖
師

の
行
状
の
場
面
を
、
年
代
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
自
由
に
配
置
す
る
点
に

特
色
が
あ
り
、
ま
た
景
観
描
写
に
も
四
季
絵
の
意
識
が
強
く
見
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
特
色
は
当
時
の
大
和
絵
障
屏
画
の

一
般
的
特
色
で
あ

る
が
、
そ
の
点
で
、
後
の
時
代
の
大
画
面
の
掛
幅
画
の
高
僧
伝
絵
が
、

霞
で
画
面
を
区
切

っ
て
祖
師
の
行
状
の
諸
場
面
を
図
式
的
に
配
置
τ
、

全
体
と
し
て
画
面
の
統

一
感
を
欠
い
て
い
る
の
と
質
的
に
異
な
る
。

こ
の
平
安
時
代
の
障
子
形
式
の
高
僧
伝
絵
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
し

て
は
、
叡
福
寺
の
太
子
伝
絵
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
ま
か

に
い
っ
て
障
子
絵
の
高
僧
伝
絵
は
、
平
安
時
代
に
限
定
さ
れ
る
と
言

え
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
の
高
僧
伝
絵
は
、　
一
、
障
子
絵
の
形
式

で
、
二
、
山
水
の
景
観
の
中
に
祖
師
の
行
状
を
、
年
代
に
こ
だ
わ
ら
ず
に

自
由
に
配
置
す
る
も
の
で
、
一二
、
景
観
描
写
も
四
季
絵
の
意
識
が
強
い
と

い
っ
た
特
色
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
第

一
節
で
と
り
あ
げ
た
、
こ
の

「慈
恩
画
讃
」
に
お
け
る
季
節
の
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、

明
ら
か
な
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
出
典

に
見
ら
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
説
話
の
内
容
と
は
必
ず
し
も
強
い
関
連
を

持
た
な
い
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

「画
讃
」
が
付
さ
れ
た

「画
」
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

「画
讃
」
に
お
け
る
季
節
の
表
現
は
、

「画
」
に
お
け
る

四
季
絵
と
し
て
の
景
観
描
写
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
隆
寺
本
の
聖
徳
太
子
絵
伝
で
は
、
五
十
に
お
よ
ぶ
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
配
列
の
さ
れ
方
は
、
第

一
雙
に
入
胎
か
ら
幼
少
年

期
の
事
蹟
を
集
め
、
第
四
雙
に
莞
去

・
葬
送
な
ど
晩
年
の
事
蹟
を
集
め
る

ほ
か
は
、
必
ず
し
も
年
代
順
で
は
な
い
。
ま
た
、
各
雙
に
お
い
て
も
、
そ

の
配
列
の
仕
方
は
構
図
や
絵
回
的
表
現
効
果
を
求
め
た
、
か
な
り
自
由
な

も
の
で
あ
る
。
第
五
雙
に
、
難
波
や
住
吉
の
浜
な
ど
海
浜
に
関
わ
る
場
面

を
集
中
さ
せ
て
い
る
の
も
、
こ
の
絵
伝
に
お
け
る
場
面
の
配
置
の
一
つ
の

方
法
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る

（１６
）
０

こ
れ
ら
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
も
う

一
度
、

「慈
恩
画
讃
」
の
問
題
に

も
ど
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
冒
頭
に
お
い
て
は
、
第

一
段
が
慈
恩
大
師
の
姓

名
や
本
貫
、　
一
族
の
栄
誉
に
つ
い
て
述
べ
、
以
下
、
第
二
段
が
托
胎

・
出

生
時
に
お
け
る
奇
瑞
で
あ
り
、
第
二
段
が
幼
少
時
の
す
が
た
、
第
四
段
が

玄
美
三
蔵
園
卜
に
入
り

（十
七
歳
の
時
と
み
ず
か
ら

『成
唯
識
論
掌
中
枢

要
』
に
記
す
）
、　
一
門
に
ぬ
き
ん
で
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
第
十
三
段

で
遷
化

。
埋
葬
の
こ
と
、
第
十
四
段
で
兜
率
天
に
生
ま
れ
て
弥
勒
菩
薩
に

ま
み
え
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
の
ほ
か
は
、
こ
と
さ
ら
年
代
順
に
事
蹟
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が
配
列
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

（も
と
も
と
、
年
代
関
係
を
明
ら
か

に
し
に
く
い
も
の
が
多
い
の
だ
が
）
。
第
五
段
か
ら
第
十
二
段
に
か
け
て

は
、
ま
ず
第
五
段
が
経
疏
な
ど
多
く
の
勝
れ
た
著
述
を
残
し

（
「百
本
の

疏
主
」
と
呼
ば
れ
る
）
、
以
後
な
が
く
規
範
と
し
て
真
理
を
人
々
に
知
ら

し
め
た
こ
と
、
第
六
段
が
大
師
の
堂
々
と
し
た
論
議

・
説
法
の
さ
ま
、
第

七
段
が
造
像

・
誦
経
源
ど
日
常
の
修
業
の
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
に
、
第
五

段
か
ら
第
七
段
に
か
け
て
の
三
段
で
は
、
個
別
の
事
蹟
と
い
う
よ
り
は
、

大
師
の
業
績
を
全
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。

一
方
、
第
八
段
は
先
に
も
ふ
れ
た
、
秋
の
夜
の
奇
瑞
で
観
音
菩
薩
に
ま

つ
わ
る
説
話
、
第
九
段
は
五
台
山
で
般
若
経
を
書
写
し
た
と
き
、
文
殊
菩

薩
が
示
現
し
た
と
い
う
説
話
、
第
十
段
は
大
師
が

『法
華
玄
賛
』
を
著
こ

た
と
き
に
、
宝
塔
品
に
至

っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
人
の
夢
に
諸
仏
が
現
わ

れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
跛
文
中
の
二
十
八
字
の
偶
で
弥
勒
菩
薩

（
「画

讃
」
中
に
は

「大
仁
」
と
あ
り
）
を
た
た
え
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
が
記

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
八
段
か
ら
第
十
段
に
か
け
て
の
三
段
で
は
、

仏

・
菩
薩
に
ま
つ
わ
る
説
話
的
記
述
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
第
十

一
段
で
は
章
疏
を
著
す
際
に
、
闇
夜
で
も
自
ら
の
歯
牙
が
光

を
放

っ
て
著
述
を
救
け
た
と
い
う
説
話
で
、
第
十
段
の
経
疏
作
製
の
説
話

と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
続
く
第
十
二
段
で
は
、
数
々
の
著
述
の
功
績

に
よ
っ
て
天
子
に
拝
謁
を
た
ま
わ
る
と
い
う
記
述
で
、
そ
れ
ま
で
の
功
績

の
世
俗
的
な
評
価
を
も
っ
て
、
生
前
の
事
蹟
を
し
め
く
く
る
。

こ
う
し
て
、
叙
述
の
順
序
を
見
る
と
、
冒
頭
に
一
族
や
幼
少
時
の
事
蹟
、

末
尾
に
遷
化
や
生
天
の
こ
と
を
置
く
ほ
か
は
、
年
代
順
と
い
う
よ
り
は
、

ゆ
る
や
か
な
分
類

・
類
別
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

ら
か
ら
推
測
さ
れ
る

「
慈
恩
画
讃
」
の
付
さ
れ
た

「画
」
は
、
規
模
も

「画
讃
」
本
文
か
ら
見
て
十
四
場
面
と
、
法
隆
寺
本
の
聖
徳
太
子
絵
伝
に

は
及
ば
な
い
し
、
ま
た
高
僧
伝
絵
と
し
て
重
要
な
画
面
の
配
置
な
ど
不
明

な
点
も
多
い
が
、
先
に
見
た
四
季
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
も
含
め
て
、
基
本

的
に
法
隆
寺
本
の
聖
徳
太
子
絵
伝
と
も
矛
盾
し
な
い
性
格
誓
も

っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
法
隆
寺
本
の
聖
徳
太
子
絵
伝
に
は
、
各
場
向
こ
と
に
事
蹟
の
内

容
を
説
明
す
る
色
紙
形
銘
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
詞
は
多
く
は

一
行

十
字
前
後
で
、
時
に
は

一
行
の
み
の
も
の
や
四
行
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
が
、

多
く
の
場
合
は
二
～
三
行
程
度
で
あ
る
。
字
数
も

「四
天
王
寺
」
な
ど
四

字
だ
け
の
も
の
か
ら
、
四
十
六
字
に
お
よ
ぶ
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、　
一
つ

の
場
面
に
二
つ
な
い
し
は
三
つ
の
色
紙
形
が
添
え
ら
れ
る
事
も
あ
る
。

「慈
恩
画
讃
」
が
高
僧
伝
絵
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

や
は
り
同
様
に
、
場
面
ご
と
に
場
面
の
内
容
を
示
す

「画
讃
」
の
該
当
部

分
が
、
色
紙
型
銘
の
よ
う
な
か
た
ち
で
付
さ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
想
像
で

き
る
。
そ
う
す
る
と
、
全
七
十
二
句
の
長
大
な

「画
讃
」
も
、
私
の
分
割

に
よ
れ
ば
画
面
こ
と
に
、
長
い
も
の
で
八
句
、
五
十
六
字

（も
う
少
し
分

割
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
）
、
短
い
も
の
で
二
句
、
十
四
字
に
分
割
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

「高
僧
伝
絵
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
く
上
に
お

い
て
、
第

一
節
で
不
し
た
季
節
に
関
す
る
表
現
の
付
加
だ
け
で
な
く
、　
一

枚
の
祖
師
の
肖
像
画
に
付
さ
れ
た

「画
讃
」
と
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
本
文
、
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そ
し
て
、
場
面
性

・
説
話
性
の
強
さ
、
描
か
れ
た
大
師
の
姿
を
ひ
と
つ
に

し
ば
り
に
く
い
点
な
ど
、
先
に
述
べ
た
こ
の

「画
讃
」
の
特
色
の
理
由
が
、

よ
う
や
く
説
明
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議

論
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
資
料
の
中
で
の
推
論
で
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
を

見
出
す
と
い
う
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
画
讃
の
歴
史
ヽ
高

僧
伝
絵
と
絵
詞
と
の
関
わ
り
、
高
僧
伝
絵
と
宗
教
儀
礼
と
の
関
わ
り
な
ど
、

多
方
面
に
お
け
る
研
究
の
深
ま
り
に
期
待
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。

四

次
に
、
こ
の

「慈
恩
画
讃
」
の
成
立
後
の
伝
流
の
状
況
に
つ
い
て
、
簡

単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
成
立
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
永
長

二
年

（
一
〇
九
七
）
頃
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が

（
１７
）
ヽ
根
拠
は
示
さ
れ

ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
証
が
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の

「画
讃
」

の
本
文
が
見
ら
れ
る
最
も
古
い
資
料
は
、　
軍
舗
Ｚ
響
益
雪

巻
十

一
で
あ

る
。

『本
朝
続
文
粋
』
の
成
立
は

「近
衛
天
皇
の
頃

（康
治
元
年

盆

一

四
二
）
―
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
）
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
よ
う
に

（
‐８
）
、
匡
房
の
没
後
三
十
～
四
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

写
本
は
最
も
古
い
も
の
が
、
旧
金
沢
文
庫
本
、
現
在
内
閣
文
庫
所
蔵
の
巻

子
本
で
、
北
条
実
時
の
文
永
九
年

（
一
二
七
一
）
校
了
の
奥
書
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。

書
写
の
年
代
自
体
が
さ
ら
に
古
い
の
は
、
興
福
寺
本

『高
僧
伝
』
紙
背

の
慈
恩
大
師
伝
記
文
集
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
写
年
代
で
あ

る
が
、
表
の

『高
僧
伝
』

（
『梁
高
僧
伝
』
巻
十
三
）
は
奥
書
に
よ
れ
ば
、

康
和
二
年

（
一
一
〇
〇
）
八
月
の
加
点
で
、
書
写
は
そ
れ
以
前
。
紙
背
に

つ
い
て
は
、
表
の

『高
層
厚
曇

と
は
別
筆
で
あ

っ
て
書
風
は
や
や
時
代
が

降
り
、
十
二
世
紀
中
期
以
降
の
平
安
時
代
末
頃
の
も
の
と
さ
れ
る

（
１９
）
０

ま
た
、
そ
れ
と
同
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
法
隆
寺
の
覚
朝
が
書
写
し
た

こ
の

「画
讃
」
の
写
本
が
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
法
隆
寺
の
顕
真
得
業
が

そ
の
覚
朝
の
本
を
書
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

「大
唐
大
慈

恩
寺
大
師
顧
文
画
讃
頌
」

全
則
述
し
た

「基
公
讃
記
」
の
讃
の
部
分
の
み
）

と
と
も
に
、
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書

写
年
代
は
平
安
末
か
ら
、
建
長
年
中
を
下
ら
な
い
鎌
倉
初
期
頃
と
見
ら
れ

て
い
る

（
２０
）
。

さ
て
、
こ
こ
で

『本
朝
墨
Ｘ
菖

、
興
福
寺
本

コ
彙
炉
菖

抵
背
、
法

隆
寺
本

（
こ
こ
で
は
顕
真
の
写
本
に
よ
る
）
を
比
較
し
て
み
る
と
、
細
か

な
字
句
の
異
同
の
ほ
か
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は

『本
曲
馨
写
金
雪

の
本
文
が
、
全
文
七
十
句
か
ら
な
っ
て
い
て

（第
二
十
九

・
四
十
句
を
欠

く
）
、
他
の
二
つ
の
写
本
の
本
文
よ
り
も
二
句
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

『本
朝
続
文
粋
』
に
収
め
ら
れ
る
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」

の
本
文
は
、
興
福
寺
本

『高
僧
伝
』
紙
背
や
法
隆
寺
本
の
本
文
と
は
系
統

を
異
に
す
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る

（
２‐
）
。
っ
ま
り
、

『本
朝
鮮
▼
金
富

の
編
纂
さ
れ
た
十
二
世
紀
の
中
頃
に
は
、
こ
の

「画
讃
」
の
本
文
が
複
数

の
写
本
と
し
て
、
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
考
，各
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
慈
恩
大
師
画
像
の
讃
と
い
う
も
の
で
は
、
前
述
の
薬
師
寺
蔵

「慈

恩
大
師
坐
像
」

（国
宝

・
十
二
世
紀
）
や
興
福
寺
蔵

「慈
恩
大
師
立
像
」
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盆

乗
院
本

・
重
文

・
十
二
世
紀
、
た
だ
し
讃
の
書
風
は
平
安
後
期
か
ら

鎌
倉
初
期
）

（
２２
）
以
下
の
、
現
存
す
る
慈
恩
大
師
像
の
多
く
に
、
共
通

の
画
讃
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

「基
公
碑
文
」
と

「基
公
讃

記
」
の
讃
の
部
分
と
に
お
お
よ
そ
よ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
画
像
と
讃
の

成
立
時
期
か
ら
し
て
可
能
性
の
あ
る
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」
の
影
響
は
見

ら
れ
な
い
。

平
安
後
期
以
降
に

『本
朝
続
文
粋
』
と
は
違
う
系
統
の
匡
房
の

「慈
恩

画
讃
」
の
本
文
を
、
興
福
寺
や
法
隆
寺
で
書
写
し
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
同
じ
時
期
に
成
立
し
た

「慈
恩
画
像
」
の
讃
に
は
そ
の
影
響
が
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
こ
の
匡
房
の

「画
讃
」
が
法

相
系
の
寺
院
か
ら
の
依
頼
で
は
な
く

（何
ら
か
の
協
力
は
あ
っ
た
に
し
て

も
）
、
貴
族
の
作
善
の
機
会
に
お
け
る
依
頼
な
ど
私
的
な
目
的
で
作
ら
れ

た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

慈
恩
大
師
が
法
相
宗
の
寺
院
で
尊
崇
を
あ
つ
め
た
と
い
う
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
が
、　
一
般
の
貴
族
に
お
い
て
も
慈
恩
大
師
が
信
仰
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
示
す
資
料
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

『大
日

本
史
料
』
康
和
四
年

（
一
一
〇
一
）
年
末
雑
載
に
見
え
る
願
文
で
、
源
俊

房
が
父
師
房
の
追
善
の
た
め
に
、
金
剛

・
胎
蔵
両
界
の
曼
荼
羅
の
図
絵
、

法
華
経

。
大
般
浬
槃
経
の
書
写
な
ど
の
ほ
か
に
、
三
尺
の
天
台
大
師

・
慈

恩
大
師
の
像
各

一
体
を
造
立
し
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る

（
２３
）
０

こ
う
し
た
貴
族
に
よ
る
慈
恩
大
師
像
の
制
作
の
背
景
に
は
、
慈
恩
会
の
盛

行
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う

（
２４
）
０
そ
し
て
、
匡
房
の

「慈

恩
画
讃
」
の
成
立
に
は
、
さ
ら
に
四
天
王
寺
や
法
隆
寺
に
伝
・４
り
れ
て
い

た
聖
徳
太
子
絵
伝
の
存
在
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
ろ
う
こ
と
が
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
も
、
十
分
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
成
立
し
た
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」
に
、
聖
徳
太
子
絵
伝
と
同

様
、
絵
解
き
が
付
随
し
て
い
た
と
す
る
説
が
見
ら
れ
る
の
も
自
然
な
こ
と

で
あ
る

（
２５
）
０
鎌
倉
初
期
に
法
隆
寺
の
顕
真
得
業
が
、
前
述
の
よ
う
に

こ
の

「画
讃
」
を
書
写
し
て
い
た
が
、
こ
の
顕
真
は
先
に
も
ふ
れ
た

『古

今
日
録
抄
』
と
い
う
、
聖
徳
太
子
の
伝
記
に
関
す
る
資
料
集
を
編
纂
し
た

人
物
で
も
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
匡
房
の

「慈
恩
画
讃
」
と
聖
徳
太
子
絵

伝
あ
る
い
は
絵
解
き
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
画
像
に
付
さ
れ
た
讃
の
存
在
か
ら
だ

け
で
は
絵
解
き
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
断
一言
で
き
な
い
し
、
慈
恩
大
師
に
関

す
る
唱
導
も
資
料
に
よ
っ
て
十
分
に
確
認
で
き
な
い
状
況
で
あ
り
、
な
お

検
討
す
べ
き
課
題
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
匡
房
の

「大
唐
大
慈
恩
寺
大
師
画
讃
」
に
つ
い
て
、
そ
の

作
品
の
内
容
お
よ
び
成
立
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
論
じ
て
き
た
。

結
論
的
に
、
こ
の

「画
讃
」
は
高
僧
の
伝
記
を
絵
画
化
し
た
一量
個
伝
絵
に

付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
慈
恩
大
師
の
伝
記

（
ひ
い
て
は
そ
の

「画
」
）
の
各
場
面
に
対
応
し
て
、
そ
の
内
容
の
理
解
を
助
け
る
働
き
を

も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
画
譜
と
し
て
の
形
態
も
、　
一
般
の
画
讃
が
四
言
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で
多
く
は
序
を
伴

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の

「画
讃
」
は
七
言
で
序
を

も
た
な
い
。
し
か
も
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
色
を
も
っ
た

「画
讃
」

（
さ
ら
に
は
可
能
性
と
し
て
慈
恩
大
師
の

「絵
伝
」
）
が
成
立

し
た
背
景
と
し
て
は
、
中
国

。
漢
代
以
来
の
歴
史
を
も
つ
画
讃
の
文
体
の

伝
統

（
２６
）
だ
け
で
は
な
く
、
絵
解
き
に
よ
っ
て
貴
族
層
に
も
名
高
か
っ

た
、
四
天
王
寺
な
い
ｔ
は
法
隆
寺
の
聖
徳
太
子
絵
伝
と
い
っ
た
高
僧
伝
絵

の
存
在
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
ｏ

こ
の

「画
讃
」
は
、
成
立
の
後
、

『本
朝
続
文
粋
』
に
収
録
さ
れ
た
ほ

か
、
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
本
文
が
興
福
寺
や
法
隆
寺
と
い
っ
た
法
相
系
の

寺
院
で
書
写
、
所
蔵
さ
れ
て
き
た
ｏ
こ
の
こ
と
は
、
祖
師
の
貴
重
な
伝
記

的
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
こ
の

「画
讃
」
が
ほ
か
な
ら
ぬ

匡
房
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
鎌
倉
初
期
の
説
話
集
類
な
ど
に
も
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
時
代
は
次
第
に
、
匡
房
の
言
説
を
規
範
と
し
て
重
ん
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（２７
）
０

ま
た
、
祖
師
の
絵
伝
と
い
う
点
で
は
、
法
相
宗
に
お
い
て

「玄
美
三
蔵

絵
」
が
尊
重
さ
れ
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
ｏ
そ
の
成
立

（現
存
本
）

は
鎌
倉
後
期
と
さ
れ
る
が

（２８
）
ヽ
高
僧
伝
絵
と
し
て
の

「慈
恩
画
讃
」

が
、
そ
れ
を
は
る
か
に
遡
る
匡
房
の
時
代
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
祖
師
の
絵
伝
の
歴
史
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
持
つ
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
稿
に
お
い
て
も
な
お
、
積
み
残
さ
れ
た
問
題
は
少
な
く
な
い
が
、

今
後
、
院
政
期
の
唱
導
を
考
え
る
上
で
、
ま
た
匡
房
の
作
品
世
界
を
考
え

る
上
で
、
さ
ら
に
は
聖
徳
太
子
絵
伝
の
影
響
を
考
え
る
上
で
、
こ
の

「画

讃
」
は
ま
た
新
た
な
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
（
１
）

『詞
林
』
創
刊
号

（昭
和
六
十
二
年
二
月
）
所
収
。

（
２
）
本
文
は
、
注

（
１
）
文
献
で
私
に
整
定
し
た
本
文
お
よ
び
返
り
点

に
よ
っ
た
。

（
３
）
興
福
寺

。
薬
師
寺
編

『慈
恩
大
師
御
影
衆
英
』

（法
蔵
館

．昭
和

五
十
七
年
）
所
収
の

「伝
記
文
集
」
に
古
写
本

（後
述
）
の
翻
刻
あ
り
。

そ
の
本
文
お
よ
び
書
き
下
し
文
を
参
照
し
た
。
以
下
の

『宋
高
層
涅
堂

の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
４
）
本
文
お
よ
び
書
き
下
し
文
は
、
注

（
３
）
文
献
を
参
照
し
た
。

（
５
）

『大
慈
恩
寺
大
法
師
基
公
塔
銘
井
序
』
お
よ
び

『宋
高
僧
伝
』
巻

四

「唐
京
兆
大
慈
恩
寺
窺
基
伝
」

（
い
ず
れ
も
注

（
３
）
文
献
所
収
）

で
は
、
さヽ
厚
九
年
壬
午
に
五
十

一
歳
で
莞
じ
た
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
注

（
１
）
文
献
で
も
ふ
れ
た
ｏ

（
６
）
森
正
人
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
。
た
だ
し
文
脈
上
か
ら
は
私
解
の
方

が
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
７
）
佐
藤
亮
雄
氏

『百
座
法
談
聞
書
抄
』

（桜
楓
社
　
昭
和
三
十
八
年
）

の
校
注
本
文
に
よ
っ
た
。
講
師
の
特
定
は
同
書
解
題
に
よ
っ
た
。

（
８
）
こ
の
資
料
の
成
立
は
応
保
二
年

（
一
一
六
二
）
四
月
。
本
文
は

『大
日
本
仏
教
全
書
』
巻

一
二
四
に
よ
っ
た
。
な
お

「洪
道
」
と
は
慈

恩
大
師
の
俗
名
に
お
け
る
字
。
ま
た
良
遍

（
一
一
八
四
―

〓

一五
一
し
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の

『応
理
大
乗
伝
通
要
録
』
に
も
、

「遍
学
慈
恩
雖
為
本
祖
、
証
咲
之

乎
。
正
常
喘
菩
薩
之
垂
跡
也
。
観
自
在
尊
之
応
現
也
。
」
と
あ
る

（本

文
は

『大
日
本
仏
教
全
書
』
巻
八
十
に
よ
る
）
。
こ
の
説
で
は
玄
美
三

蔵
が
常
喘
菩
薩
の
化
身
だ
と
す
る

「応
和
を変
調
記
」
の
説
と
若
干
く
い

ち
が
う
。

「画
讃
」
第
八
段
の
説
話
も
ふ
く
め
て
、
こ
う
し
た
慈
恩
大

師
観
音
化
身
説
の
背
景
に
は
、
法
相
宗
に
お
け
る
日
伝
の
存
在
が
う
か

が
わ
れ
る
。

（
９
）
注

（
３
）

『慈
恩
大
師
御
影
衆
英
』
所
収
、
多
川
俊
映
氏
の

「慈

恩
会
の
歴
史
と
現
況
」
に
よ
る
。

（
１０
）
注

（
３
）

『慈
恩
大
師
御
影
衆
糞
』
所
収
、

「図
版
解
説
」
に
よ

れ
ば
十
二
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
。

（
１１
）

『比
叡
山
と
天
台
の
美
術
展
図
録
』

（京
都
国
立
博
物
館
　
昭
和

六
十

一
年
）
に
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
解
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
う

ち
画
像
伝
来
の
識
語
を
含
む
も
の
は
、
鎌
倉
時
代
前
期
の
転
写
本
と
さ

れ
る
。
も
う

一
点
は
鎌
倉
後
期
の
写
と
さ
れ
、
識
語
は
色
紙
型
に
で
は

な
く
、
欄
外
の
表
装
の
上
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
‐２
）

「弘
法
大
師
讃
」
は

『弘
法
大
師
御
伝
』
下
と

『本
朝
文
集
』
巻

五
十
三
に
、

「慈
恵
大
師
讃
」
は

『山
門
堂
舎
記
』
と

『本
朝
文
集
』

巻
五
十
二
に
、

「釈
迦
如
来
讃
井
序
」
は

『
二
十
五
文
集
』
に
そ
れ
ぞ

れ
収
め
ら
れ
る
。

（
‐３
）
画
讃
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
文
学
に
つ
い
て
は
、
青
木
正
児
氏

『支
那
文
学
芸
術
考
』

（弘
文
堂
書
房
　
昭
和
十
七
年
）
所
収
の

「題

画
文
学
の
発
展
」
中
に
、
画
讃
、
題
画
詩
、
題
画
記
、
画
跛
と
分
類
し

た
上
で
、
歴
史
的
な
変
遷
を
中
心
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

「画
讃
は
画
像
上
に
題
す
る

「像
讃
」
を
主
と
し
て
、
其
他
之
に
準
ず

る
も
の
を
包
括
し
、
そ
の
体
は
四
言
の
韻
文
な
り
。
題
画
詩
は

一
般
の

画
に
題
す
る
五
言
七
言
の
古
体
今
体
の
詩
に
し
て
、
い
ま
便
宜
上
辞
賦

及
び
填
詩
を
之
に
付
す
。
」
と
さ
れ
る
。
ま
た

「画
賛
は
題
画
詩
発
生

後
も
行
は
れ
、
近
世
に
至

っ
て
尚
ほ
古
体
を
存
す
れ
ど
、
其
の
用
途
は

主
と
し
て
像
賛
に
局
限
せ
ら
れ
た
り
。
而
も
唐
以
後
は
像
賛
に
す
ら
詩

体
を
用
ひ
る
こ
と
漸
く
多
く
、

（中
略
）
此
の
風
宋
以
来
益
々
盛
な

り
。
」
と
し
て
、
四
言
の
画
讃
が
五
言
七
言
の
題
画
詩
の
発
展
に
よ
り
、

次
第
に
用
途
が
局
限
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況

が
日
本
の
平
安
時
代
の
画
讃
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
か
な
ど
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
研
究
を
挨
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
‐４
）

思
０
恒
伝
絵
』

全
昼
壺
国
立
博
物
楯
　̈
口
蝸
側
五
＋
九
生
↓
話
幣
仏
、

若
杉
準
治
氏

コ
畳
情
伝
絵
」
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

（
‐５
）
注

（
１４
）
文
献
に
よ
る
。

（
‐６
）
菊
竹
淳

一
氏
編

『聖
徳
太
一ｆ
毬
仏
』

（
『
日
本
の
美
術
』
第
九
十

一
号
　
至
文
堂
　
一昭
和
四
十
八
年
）
の

「法
隆
寺
絵
殿
の
聖
徳
太
子
絵

伝
」
に
よ
る
。

（
‐７
）
注

（
３
）

『慈
恩
大
師
御
影
衆
英
』
所
収
、
河
原
由
雄
氏

「慈
恩

大
師
画
像
の
成
立
と
そ
の
変
遷
―
薬
師
寺
国
宝
本
慈
恩
大
師
像
の
解
説

に
代
え
て
」
に
よ
る
。

（
‐８
）
岩
波
書
店

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の

『本
朝
編
文
粋
』
の
項

（大
曽
根
章
介
氏
担
当
）
に
よ
る
。
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（
‐９
）
注

（
１０
）
文
献
に
よ
る
。

（
２０
）
荻
野
三
七
彦
氏

「
『本
朝
続
文
粋
』
逸
文
発
見
の
意
義
」

（
『
日

本
歴
史
』
第
二
七
五
号
　
昭
和
四
十
六
年
四
月
）
に
よ
る
。

（
２‐
）
注

（
２０
）
文
献
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
２２
）
注

（
１０
）
文
献
に
よ
る
。

（
２３
）
注

（
１７
）
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２４
）
注

（
１７
）
文
献
に
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
慈
恩
会
に
つ
い
て
は
、

注

（
９
）
文
献
が
詳
し
い
。

（
２５
）
川
口
久
雄
氏

『大
江
匡
房
』

傘
品
川弘
文
館

。
人
物
叢
書
　
昭
和

四
十
二
年
）
二
六
七
～
八
頁
¨
ま
た
、
聖
徳
太
子
絵
伝
の
絵
解
き
に
関

し
て
は
、
注

（
１６
）
文
献
、　
目
四文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
十
七

年
十
月
号

（絵
解
き
特
集
）
所
収
の

「座
談
会
　
絵
解
き
と
は
何
か
」

や
菊
■
浮
一
氏

「聖
徳
太
子
絵
伝
」
、
あ
る
い
は

『
一
冊
の
講
座

絵

解
き
』

（有
精
堂
　
昭
和
六
十
年
）
所
収
の
牧
野
和
夫
氏

「絵
解
き
と

聖
徳
太
子
絵
伝
」
な
ど
に
詳
し
い
。

（
２６
）
注

（
１３
）
文
献
に
よ
る
。

（
２７
）
吉
原
浩
人
氏

「政
治

二
盃
秋
と
文
学
―
大
江
匡
房
の
述
作
活
動
の

一
面
―
」

（
『国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
六
十
二
年
二
月
号
）
に

も

「匡
房
は
俗
人
で
あ

っ
た
が
、
宗
教
界
に
お
い
て
も
匡
房
の
説
は
権

威
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
後
世
の
諸
書
に

「匡
房
卿
云
」
な
ど
と

し
て
証
書
に
引
用
さ
れ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
２８
）

「
垂
専
本
僧
正
記
』
康
正
三
年

（
一
四
五
七
）
二
月
十
二
日
条
の

記
事
を
根
拠
に
、
鎌
倉
初
期

（承
久
二
年
以
前
）
に
菩
提
山
本
願

（忠

通
息

。
信
円
）
が
、
現
存
本
の

「玄
奨
三
蔵
絵
」
に
先
立

っ
て
、
現
存

本
と
同
じ
十
二
巻
本
の

「玄
美
三
蔵
絵
」
を
作

っ
て
い
た
と
す
る
説
も

あ
る

（
『日
本
絵
巻
物
全
集
』
巻
十
四

《角
川
書
店
　
昭
和
三
十
七
年
》

所
収
、
源
豊
宗
氏

「玄
美
三
蔵
簗
整
筆
巴

）
が
、
な
お
決
着
を
見
な
い

よ
う
で
あ
る
。

（本
学
研
究
生
）
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